
公共事業に関わる新技術（新製品・新工法）の受付フロー 

市内業者の方の場合（※市内企業で開発等を行っているものに限ります） 

（支援できること） 

庁内イントラへの情報掲載＋自社での実演を兼ねた商品説明（工場見学・製作現場見学など） 

市外業者の場合（※上記市内業者以外） 
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･判断のポイント 

1 コスト 

2 工期短縮  

3 維持管理 

4 環境性 など
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･判断のポイント 

1 コスト 

2 工期短縮  

3 維持管理 

4 環境性 など


